
 

 

議案第42号 

飾区観光文化センター等の指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和５年２月15日 

                     提出者 飾区長 青 木 克 德 

 

（提案理由）  

飾区観光文化センター等の指定管理者を指定する必要があるので、本案を提出いたし

ます。 

 

飾区観光文化センター等の指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、下記のとおり

指定管理者を指定する。 

記 

１ 施設の名称 

  飾区観光文化センター、飾区山本亭及び飾区立柴又公園 

２ 指定管理者の名称等 

東京都中央区築地二丁目12番10号 

   株式会社共立ソリューションズ  

    代表取締役 小 山 哲 郎 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和６年３月31日まで 


